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【追加】 

FATCA（外国口座税務コンプライアンス法）にともなう手続きについて 

 

当社は、米国の「FATCA（外国口座税務コンプライアンス法）」および日本国政府と米国政府の「国際的な税務コンプ

ライアンスの向上及び FATCA 実施の円滑化のための米国財務省と日本当局の間の相互協力及び理解に関する声明」に

対応するため、生命保険契約の締結等に際し、お客さまが「米国税制上の特定米国人」または「米国人所有の外国事

業体」に該当するかについてご申告いただいております。 

なお、当社が FATCA（外国口座税務コンプライアンス法）にともなう手続きにもとづき取得したお客さまの個人情報は、

同法上の目的のために利用します。 

 

＜米国内国歳入法（米国税法）の対応について＞ 

FATCA（外国口座税務コンプライアンス法）」は、米国納税義務者による租税回避を防ぐため、米国内国歳入法の一

部として制定されています。当社は、米国内国歳入法にもとづく本人確認および米国内国歳入庁への報告（それら

の要否の判定を含む）を適切に行うために以下の取扱をいたします。 

①当社が米国納税義務者の該当有無、米国納税者番号等の必要な情報を取得すること 

②当社が取得した情報および保険契約に関する情報を本人確認や報告の要否判定に利用すること 

③当社が取得した情報および保険契約に関する情報を必要に応じて米国内国歳入庁へ報告（提供）すること 

 

＜対象となる米国納税義務者について＞ 

「米国納税義務者」とは以下のお客さまが対象となります。 

 

１．特定米国人 

○米国納税義務者から一定の要件に該当する者を除いた個人・法人をいいます。 

【特定米国人に該当する例（報告対象）】 

  ・米国市民 ・米国居住者（※１） 

  ・米国パートナーシップ ・米国法人 ・米国財団 ・米国信託 など 

（※１）一般的に米国での滞在日数が 183 日以上の方をいいます。滞在日数の計算には、対象年度の滞在日   

数に加え、前年の日数の３分の１に相当する日数と前々年の日数の６分の１に相当する日数も考慮さ

れます。また、永住権所有者は米国居住者に含まれます。 

   【特定米国人に該当しない例】 

    ・米国上場法人 ・米国政府 ・米国非課税団体 ・米国銀行 など 

は 

２．米国人所有の外国事業体 

○実質的米国人所有者が１人以上いる外国事業体（※２）をいいます。 

（※２）支配者のなかに直接または間接的に 25％を超える議決権または価値を有する特定米国人が１人以上い

る外国事業体 

    ○外国事業体のうち、一定の条件を満たす事業体は報告が免除されています。 

    【免除対象となる外国事業体の例】 

 ・上場法人およびその関連会社 

・政府機関等（政府、行政機関、国際組織、中央銀行など） 

 ・過年度の総所得のうち、投資所得が 50％未満の事業体 

・一定の非営利団体、公益法人 など 

○FATCA 対応に協力する金融機関は、原則、報告が免除されています。 

 

お客さまに確認手続きに応じていただけない場合、および米国内国歳入庁への報告に同意いただけない場合には、当

社は、生命保険契約の締結を行いません。また、契約締結後において、確認手続きに応じていただけない等の場合に

は、米国内国歳入庁の要請に基づき、該当のご契約情報等を日米当局間で交換することとされています。 

以上 

 

本紙はお手元の「ご契約のしおり・約款」とあわせて保管いただきますようお願い申し上げます。 

〔募集代理店〕 

 

 

 

 

〔引受保険会社〕 
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